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３ 議案第２５号 平成３０年度三重県病院事業会計予算  

 

【平成３０年度当初予算編成にあたっての基本的な考え方】 

  平成３０年度の病院事業は、県立こころの医療センターにおいては、県内の精神科

医療の中核病院としての取組など、県立一志病院においては、総合診療医（家庭医）

を中心としたプライマリ・ケアの取組など、また、県立志摩病院においては、指定管

理者による運営のもと、診療体制の回復を図りながら、志摩地域の中核病院としての

取組などを進めます。 

それぞれの県立病院に求められている役割・機能等を踏まえつつ、県民の皆さんに

安全で良質な医療が提供できるよう充実した取組を実践するとともに、引き続き経営

改善に努めてまいります。 

 

【平成３０年度当初予算の概要】 

（１）収益的収支 

 「① 病院事業収益」については、前年度１号補正後予算と比べ３，９７９万２千円

減の５３億２，０５８万４千円となっています。 
 このうち、「ア 医業収益」は、１４５万９千円増の３０億３４３万９千円となって

います。主な要因は、こころの医療センターにおける外来患者数及び外来単価の見込

増などによる外来収益の増などによるものです。 
また、「イ 医業外収益」は、４，１２５万１千円減の２３億１，７１４万５千円と

なっています。主な要因は、志摩病院の一般病棟の建設時に借り入れた企業債の償還

終了に伴い、同病院の指定管理者から企業債償還金を根拠として徴収している指定管

理者負担金が減少することなどによるものです。 
 
 「② 病院事業費用」については、前年度１号補正後予算と比べ１億４４６万６千円

増の５３億６，７２８万６千円となっています。 
このうち、「ウ 医業費用」は、１億１，８３９万７千円増の５１億９，０４３万 

６千円となっています。主な要因は、退職給付金の増による給与費の増などによるも

のです。 
また、「エ 医業外費用」は、企業債残高の減少に伴う支払利息の減等により、    

１，３９３万１千円減の１億７，６８５万円となっています。 
 
これらの結果、平成３０年度の「経常損益」は、４，６７０万２千円の赤字となっ

ています。 
 







【議案補充説明】 

7 

（主な病院増改築工事）                     （単位：千円） 

病院名 内 容 金 額 

こころの医療センター 
吸収式冷温水発生機ほか改修工事 103,165 

電気錠システム更新工事 67,557 

一志病院 
空調設備更新工事 61,825 

防火ダンパー改修工事 6,330 

志摩病院 

蒸気配管（病棟・検査管理棟）更新工事 69,223 

検査系統空調機更新工事 9,905 

精神病棟外壁改修工事設計業務委託 6,540 

 

（主な資産購入） （単位：千円） 

病院名 内 容 金 額 

こころの医療センター 
医療情報システム 45,057 

病棟用ベッド 9,614 

一志病院 Ｘ線ＣＴ装置 27,000 

志摩病院 

マンモグラフィー撮影装置 58,740 

内視鏡部門マネジメントシステム 17,280 

内視鏡ビデオ情報システム 13,729 

 

（３）債務負担行為 

  債務負担行為については、次表のとおり設定することとしています。 
 

（債務負担行為一覧） （単位：千円） 

事   項 期 間 限 度 額 

医療機器保守業務委託に係る契約 平成 31～35年度 20,528 

地下水給水システム賃借に係る契約 平成 31～35年度 18,570 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



１  「三重県における補助金等の基本的な在り方等に関する条例」に基づく報告等について

第１号様式（条例第５条関係）

予算に関する補助金等に係る資料
 （部局名： 病院事業庁）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
1 政策的医療交

付金
公益社団法人
地域医療振興
協会
東京都千代田
区平河町二丁
目６番３号

512,141
（未定）

三重県立志摩病院（以下
「志摩病院」という。）の指定
管理者である公益社団法人
地域医療振興協会が志摩
病院において政策的医療を
実施するための経費として
交付金を交付する。

（目的・理由）
地方公営企業法等で定める一
般会計が負担すべき経費として
当該交付金を指定管理者に交
付することで安定的な政策的医
療の実施を担保する。

（根拠）
三重県立志摩病院の管理に関
する基本協定

ナショナル（シビル）ミニマム
志摩地域の中核病院である県
立病院として指定管理者制度
導入後においても県民に良質
で満足度の高い医療を安定
的、継続的に提供するための
ものであり、公益性がある。

県立病院
課

病院
事業
費用

医業
費用

経費
（交付金）

※議案第２５号 平成３０年度三重県病院事業会計予算に計上した１千万円以上の補助金等

番号 事業内容
交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の
氏名及び住所

補助金等の名称
支出科目

課（室）名公益性の判断及び理由交付の目的、根拠及び理由
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【
所
管
事
項
説
明
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